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改定等履歴 

改定等年月 種 別 改定等概要 
平成 17 年 4 月 制定 性能規定化に伴う改定 
平成 17 年 10 月 名称変更 民営化に伴う社名変更 
平成 18 年 4 月 名称変更 民営化に伴う社名変更 
平成 23 年 7 月 規定値変更 排ガス規制に伴う変更 
平成 26 年 7 月 規定内容等変更 積載物の明確化に伴う変更 
平成 28 年 8 月 部分変更 仕様全体見直しに伴う改定 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改定等履歴 

改定等年月 種 別 改定等概要 
平成 17 年 4 月 制定 性能規定化に伴う改定 
平成 17 年 10 月 名称変更 民営化に伴う社名変更 
平成 18 年 4 月 名称変更 民営化に伴う社名変更 
平成 23 年 7 月 規定値変更 排ガス規制に伴う変更 
平成 26 年 7 月 規定内容等変更 積載物の明確化に伴う変更 
平成 28 年 8 月 部分変更 仕様全体見直しに伴う改定 
令和 4 年 7 月 仕様変更 ノズル形状の変更（西日本のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本仕様書の適用は以下のとおりである。 
東日本高速道路株式会社    平成 28 年  8 月 
中日本高速道路株式会社    平成 28 年  8 月 
西日本高速道路株式会社    令和 4 年  7 月 

本仕様書の適用は以下のとおりである。 
東日本高速道路株式会社    平成 28 年  8 月 
中日本高速道路株式会社    平成 28 年  8 月 
西日本高速道路株式会社    平成 28 年  8 月 
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2-5 主要性能  

本車両の散水性能は以下の数値を満足するものとする。なお、散水量は作業速度に同調して、

一定に散水できるものとする。  

(1)作業速度             ３０～６０ｋｍ/ｈ  

(2)散水幅              ３～８ｍ     

(3)散水量              ０.０８～０.１２Ｌ/ｍ２   

                            （設定：０.０１Ｌ/ｍ２ごと） 

 

 

 

 

 

 

2-6-3 散水装置・配管 

（1）機能 

 （a）散水機能 

    後方散水ノズルからの散水作業ができるものとする。 

 （b）攪拌機能 

    タンク内路面凍結防止剤（溶液）の攪拌ができるものとする。 

（2）仕様 

 （a）後方散水ノズル 

    数量 ２個 

    各ノズルは自在に噴射角度を調整し、散水幅３ｍ～８ｍを調整できるものとする。 

 （b）散水用開閉バルブ 

    散水用配管の左右１か所以上に設け開閉制御されるものとする。 

 

2-5 主要性能  

本車両の散水性能は以下の数値を満足するものとする。なお、後方※散水量は作業速度に同調して、

一定に散水できるものとする。  

(1)作業速度             ０～６０ｋｍ/ｈ （前方散水用）※  

                     ３０～６０ｋｍ/ｈ（後方散水用）  

(2)散水幅                           ０.３～６ｍ     （前方散水用）※  

                                      ３～８ｍ       （後方散水用）  

(3)散水量                           ０.０８～０.１２Ｌ/ｍ２（後方散水用）  

                                           （設定：０.０１Ｌ/ｍ２ごと）  

                                      ９００Ｌ/ｍｉｎ以上（前方散水用）※  

(4)散水圧※                           ０.４ＭＰａ以上   （両側前方散水用） 

 

 ※西日本高速道路株式会社に適用する。 

 

2-6-3 散水装置・配管 

（1）機能 

 （a）散水機能 

  （ｲ）標準型（後方散水のみ）※1 

    後方散水ノズルからの散水作業ができるものとする。 

  （ﾛ）前方貝型※2 

    後方散水ノズルおよび前方散水ノズルからの散水作業ができるものとする。 

 （b）攪拌機能 

    タンク内路面凍結防止剤（溶液）の攪拌ができるものとする。 

（2）仕様 

 （a）－①後方散水ノズル※1 

    数量 ２個 

    各ノズルは自在に噴射角度を調整し、散水幅３ｍ～８ｍを調整できるものとする。 

 （a）－②散水ノズル※2 

    数量 ２個又は４個（前方）  形状 貝型（前方） 

       ２個（後方）         貝型（後方） 

     各ノズルは自在に噴射角度を調整し、散水幅０．３～６ｍ（前方）３ｍ～８ｍ（後方）を調

整できるものとする。 

     なお、前方散水は新雪（２cm 程度）の融雪や、落ち葉の除去が可能な仕様とする。 

      

 （b）－①散水用開閉バルブ※1 

    散水用配管の左右１か所以上に設け開閉制御されるものとする。 

 （b）－②散水用開閉バルブ※2 

    各散水ノズルが自在に開閉制御できる構造とする。 

 

 ※1東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社に適用する。 

 ※2西日本高速道路株式会社に適用する。 
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2-2-3 散水性能検査 

(1) 検査内容 

散水速度同調解除時において散水動作が行われることを確認する。 

(2)検査方法 

(a)装置を稼働させる 

(b)散水速度同調を解除し停止状態にて擬似の速度３０ｋｍ/ｈ・４０ｋｍ/ｈ・５０

ｋｍ/ｈ・６０ｋｍ/ｈにおいて、散水動作を行う。 

(3)検査基準 

散水動作が停止することなく、正常に動作すること。 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-4 散水幅性能検査 

(1)検査内容 

規定値どおりの散水幅が確保されていることを確認する。 

(2)検査方法 

(a)装置を稼働させる。 

(b)停止状態にて、散水幅を３ｍ・８m に設定して路面に散水を行い着水点を測定

ポイントとしてスケール等にて散水幅を測定する。 
(3)検査基準 

設定値と実測の散水幅を比較し、誤差が０～＋１０％以下であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-3 散水性能検査 

(1) 検査内容 

(a)前方散水：規定値どおりの速度で散水動作が行われることを確認する。※1 

(b)散水速度同調解除時において散水動作が行われることを確認する。 

(2)検査方法 

(a)装置を稼働させる 

(b)前方散水：停止状態にて擬似の速度０ｋｍ/ｈ・１０ｋｍ/ｈ・２０ｋｍ/ｈ・３０ｋｍ

/ｈ・４０ｋｍ/ｈ・５０ｋｍ/ｈ・６０ｋｍ/ｈにおいて、散水動作を行う。※1 

(c)後方散水※2：散水速度同調を解除し停止状態にて擬似の速度３０ｋｍ/ｈ・４０ｋｍ

/ｈ・５０ｋｍ/ｈ・６０ｋｍ/ｈにおいて、散水動作を行う。 

(3)検査基準 

散水動作が停止することなく、正常に動作すること。 

 

※1西日本高速道路株式会社に適用する。 

※2 項目名は西日本高速道路株式会社に適用する。 

 

2-2-4 散水幅性能検査 

(1)検査内容 

規定値どおりの散水幅が確保されていることを確認する。 

(2)検査方法 

(a)装置を稼働させる。 

(b)前方散水：停止状態にて、散水幅を０.３ｍ・６ｍに設定して路面に散水を行い着水

点を測定ポイントとしてスケール等にて散水幅を測定する。※1 

(c)後方散水※2：停止状態にて、散水幅を３ｍ・８m に設定して路面に散水を行い着水

点を測定ポイントとしてスケール等にて散水幅を測定する。 
(3)検査基準 

設定値と実測の散水幅を比較し、誤差が０～＋１０％以下であること。 

 

※1西日本高速道路株式会社に適用する。 

※2項目名は西日本高速道路株式会社に適用する。 
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2-2-5 散水量性能検査 

(1)検査内容 

規定値どおりの速度に同調し、散水量が確保されていることを確認する。 

(2)検査方法 

(a)散水条件設定値入力  

 設定幅３ｍ・設定量０.０８Ｌ/ｍ２・設定速度６０ｋｍ/ｈ 
 設定幅８ｍ・設定量０.１２Ｌ/ｍ２・設定速度６０ｋｍ/ｈ 

(b)装置を稼働させる。 

(c)停止状態にて後方ノズルからの散水を開始し、安定したら、タンク目盛で１,０

００Ｌ散水する時間を時間計測器（ストップウォッチ等）で計測する。 

(3)検査基準 

(a)４回測定した時間を平均し、平米当たりの散水量に換算する。 

(b)算出された散水量と操作装置の設定値ごとの散水量を比較し、誤差が０～＋１

５％以下であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-5 後方※1散水量性能検査 

(1)検査内容 

規定値どおりの速度に同調し、散水量が確保されていることを確認する。 

(2)検査方法 

(a)散水条件設定値入力  

 設定幅３ｍ・設定量０.０８Ｌ/ｍ２・設定速度６０ｋｍ/ｈ 
 設定幅８ｍ・設定量０.１２Ｌ/ｍ２・設定速度６０ｋｍ/ｈ 

(b)装置を稼働させる。 

(c)停止状態にて後方ノズルからの散水を開始し、安定したら、タンク目盛で１,０００

Ｌ散水する時間を時間計測器（ストップウォッチ等）で計測する。 

(3)検査基準 

(a)４回測定した時間を平均し、平米当たりの散水量に換算する。 

(b)算出された散水量と操作装置の設定値ごとの散水量を比較し、誤差が０～＋１５％

以下であること。 

 

※1項目名は西日本高速道路株式会社に適用する。 
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（以降、西日本高速道路株式会社のみ項番調整） 

2-2-6 前方散水量性能検査※1 

(1)検査内容 

規定値どおりの前方散水量が確保されていることを確認する。 

(2)検査方法 

(a)給水ポンプの吐出量を最大設定にする。 

(b)大型万能車または、試験装置に高圧洗浄装置を接続し、装置を稼働させる。 
(c)停止状態にて前方ノズル２個又は４個から散水を開始し、安定したらタンク目盛り

で１,０００Ｌ吐出する時間を時間計測器（ストップウォッチ等）で計測する。 

(3)検査基準 

(a)４回測定した時間を平均し、１分間あたりの散水量に換算する。 

(b)算出された散水量が９００Ｌ/ｍｉｎ以上であること。 

 

※1西日本高速道路株式会社に適用する。 

 

2-2-7 前方散水圧性能検査※1 

(1)検査内容 

規定値どおりの前方散水圧が確保されていることを確認する。 

(2)検査方法 

(a)ノズル直前に圧力計を取付ける。（図１） 

(b)給水ポンプの吐出量を最大設定にする。 

(c)大型万能車または、試験装置に高圧洗浄装置を接続し、装置を稼働させる。 
(d)停止状態にて前方ノズル２個（４個の場合は両側２個）から散水を開始し、圧力計

にて圧力を読取る。 
(3)検査基準 

測定圧力が０.４ＭＰａ以上であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 圧力計取付位置 

 

※1西日本高速道路株式会社に適用する。 

（以降、西日本高速道路株式会社のみ項番調整） 

 

新規 




